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調査概要

◆根拠：北海道たばこ対策実施要綱（第４の４項（３））

禁煙治療を実施する医療機関や禁煙サイトの紹介

◆目的：管内医療機関における禁煙治療の状況を調査し、

たばこ対策推進のための資料を得る

◆対象：管内医療機関 ２８（整・皮・小児含む）施設

◆調査方法：禁煙治療等に関する調査票

◆調査基準日：令和７年（2025年）８月１日現在

◆回収方法：FAX返信による
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調査内容

設問１ 貴医療機関においては、禁煙治療を行っていますか。

設問２ 貴医療機関においては、保険診療による禁煙治療を

行っていますか。

設問３ 貴医療機関においては、未成年者の禁煙治療を行って

いますか。

設問４ 貴医療機関においては、禁煙治療の予約は必要ですか。

設問５ 貴医療機関においては、禁煙治療の診療日等は決まっ

ていますか。

設問６ 貴医療機関の情報を当所ホームページ等で公表しても

よろしいですか。
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調査結果

◆ 禁煙治療を実施している医療機関は管内に８医療機関あり、

その全てが保険診療によるもの

◆ 禁煙治療を実施している全ての医療機関において、未成年者

の喫煙治療は行われていない状況

◆ 禁煙治療を実施している８医療機関のうち、予約が必要とな

る医療機関は４医療機関
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稚内保健所ホームページへの情報公開
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現在、治療薬の出荷停止に伴い、禁煙治療を休診している医療機関がある
ことから、治療を希望される場合は医療機関へ問い合わせていただくよう
記載した。

URL https://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/zoushin/tabakotaisaku.html

https://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/zoushin/tabakotaisaku.html

